
「申請に対する処分」基準等公開票（法律又は命令）

許認可等の名称

根拠法令・条項

所 管 課

審 査 基 準

標準処理期間

標 準 処 理 期 間 標準処理期間
を設定できな
い理由

優良住宅の認定

租税特別措置法　第２８条の４第３項第６号、第７号ロ、第
３１条の２第２項第１５号ニ、第６２条の３第４項第１５号

建 築 安 全 課

　優良住宅基準（昭和５４年３月３１日建設省告示７６８
号）、優良住宅・優良宅地の認定申請のしおり

１４日


